
様式第１、様式第３、補助金等交付請求書に記入する内容を申請フォームに直接入力し、
必要書類をあいち電子申請にて提出してください。

必要書類 注意事項 ✓

共
通

申請者を確認する書類

【個人】
・運転免許証（表と裏）の写真を添付してください。

【法人】
・発行後３か月以内かつ、法務局の印及び発行日のある商業登記簿

の「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」を添付
してください。登記情報提供サービスにおいて提供される登記情
報は閲覧用のため、証明書にはなりません。

補助対象車両の自動車
検査証記録事項の写し

※超小型EV申請者を除く

・対象車両が新規登録であり、記載されている使用者氏名が申請者
名と一致するか確認します。また、使用の本拠の位置として安城
市内が記載されているか確認します。

・補助金の申請前にナンバーが変更になった場合は、変更後の自動
車検査証記録事項を添付してください。

振込先が確認できる通帳
等の写し

・金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義が確認でき
るものを添付してください。

購
入

領収書・契約書等の写し

【共通】
・車両本体の購入経費の全額が確認できる領収書・契約書等の写し

を添付してください。
・お客様控と区別がある場合はお客様控が必要です。

【領収書の写し】
・申請者名義の領収書等の写しを添付してください。

【補助対象経費の支払いに係る契約書等の写し】
・契約日、購入者名、車両本体価格、車台番号を確認します。
・契約書がない場合は、契約の申込みが確認できる書類と契約を締

結したことが確認できる書類（契約日が確認できる書類等）を添
付してください。

・現金や銀行振込などでも支払いを行っている場合は、領収書の写
しを添付してください。

納品請求書等の写し
・購入者名、車両本体価格、車台番号を確認します。
・領収書等に上記の内容が記載されている場合は提出不要です。

リ
ー
ス

リース契約した事実が
確認できる書類の写し

・契約日、契約者名、リース料、リース期間、車台番号、事業者名
を確認します。

・お客様控と区別がある場合はお客様控が必要です。

リース車両明細書
（様式第２）

・リース事業者が作成してください。
・作成にあたっては、記入例をご確認ください。

超
小
型E

V

標識交付証明書の写し ・記載されている使用者氏名が申請者氏名と一致するか確認します。

保証登録証の写し
・二次保証の場合は、補助対象外となります。
・お客様控と区別がある場合はお客様控が必要です。

市
外
の

法
人

市内に事業所等を有する
ことが確認できる書類

・申請者が市外の事業者で、自動車検査証の使用の本拠の位置
（超小型電気自動車の場合は、標識交付証明書の主たる定置場）
に記載された住所が申請者を確認する書類に明記されていない場
合は、市内に事業所等を有することが確認できる書類を添付して
ください。

個
人

事
業
者

収支内訳書 ・直近年の確定申告で使用したものを添付してください。

補助金受給の手続き（電子申請）
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• 様式第１、様式第３、補助金等交付請求書の作成は必要ありません。様式第１、様式

第３、補助金等交付請求書に記入する内容を申請フォームに直接ご入力ください。

• 令和８年度より必要書類に併せて、申請者を確認する書類の添付が必要です。詳細は

４ページをご確認ください。

• 申請フォームのURLは市公式ウェブサイトに掲載しています。

あいち電子申請で申請する場合

• 申請方法はあいち電子申請と窓口の２種類ありますが、どちらか1つの方法で申請し

てください。

• 申請書類の提出時に、個人の場合は住民票及び滞納状況の確認、法人の場合は滞納状

況の確認を行います。

• 提出日前1週間以内に市税を納付（口座振替含む）された場合は、納付が確認できる

もの（領収書・通帳）を添付してください。

• 訂正や不備書類の提出なども含め、期間内に申請を完了してください。

• 補助金の交付後でも、交付決定を取り消した場合は補助金の返還をしていただきます。

注意事項

区 分 定 義 補助金額

燃料電池自動車（FCV）

搭載された燃料電池によって駆動される電
動機を原動機とする四輪以上の自動車で、自
動車検査証に燃料電池自動車である旨が記載
されているものをいう。

３００，０００円

プラグインハイブリッド
自動車（PHV）

外部電源からの充電を可能とした内燃機関
及びエネルギー回生機能を有する四輪以上の
自動車で、自動車検査証にプラグインハイブ
リッド自動車である旨が記載されているもの
をいう。

５０，０００円

電気自動車（EV）

搭載された電池によって駆動される電動機
を原動機とする四輪以上の自動車で、内燃機
関を有さないものをいう。ただし、超小型電
気自動車を除く。

５０，０００円

超小型電気自動車

搭載された電池によって駆動される定格出
力が０．２５ｋＷを超え０．６ｋＷ以下の電
動機を原動機とする四輪以上の車両で、内燃
機関を有さないものをいい、標識交付証明書
にミニカーと記載されているものをいう。

５０，０００円

対象車両と補助金額



・ 各種様式のデータは市公式ウェブサイトに掲載しています。

（ホーム＞生活・サービス＞お得な制度＞次世代自動車購入費等補助金制度）

・ 書類作成にあたっては、記入例をご確認ください。

・ 書類に不備があり、補正されない場合は、補助金を交付することができません。

指定口座に振込み
（交付申請から１か月程度）

申請者へ取消通知書が送付される

申請を取下げる場合は取下届出書を持参

申請者へ交付決定通知が送付される
（交付申請から２週間程度）

令和８年４月１日(水)～令和９年３月３１日(水)に
あいち電子申請または窓口にて提出してください。


